
 

立川市駐車場整備事業経営戦略（案）について 

 

１．策定の目的 

〇総務省より令和２年度までの経営戦略の策定を要請されており、持続可能な駐車場整備

事業の運営を図るため策定する。 

 

２．これまでの経緯 

〇平成26年 8月「公営企業の経営にあたっての留意事項について」（総務省通知）  

各公営企業が将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基本

計画である「経営戦略」の策定を要請。 

 〇平成28年 1月 「「経営戦略」の策定推進について」（総務省通知） 

令和 2年度までに策定率 100％とすることを要請。 

「経営戦略策定ガイドライン」策定・公表。「経営戦略ひな形様式」を作成。 

 〇平成31年３月 「「経営戦略」の策定・改定のさらなる推進について」（総務省通知） 

   「経営戦略策定・改定マニュアル」を公表。 

 

３．計画期間等 

〇計画期間を令和3年度から令和 12年度までの 10年間とし、総務省の経営戦略策定・

改定マニュアル（ひな型）に沿って策定する。 

 

４．内容 

（1）事業概要（P1～２）…事業形態、料金形態、現在の経営状況について 

（2）将来の事業環境（P３）…需要・料金収入・施設等の見通し 

（3）経営の基本方針（P３）…指定管理者による管理運営の継続 

（4）投資・財政計画（P４）…ファーレの修繕計画等を反映した令和 12年度までの収支計画 

（5）公営企業として実施する必要性など（P6） 

…円滑な交通を確保するため総合的なまちづくりの観点から施策を実施 

 

令 和 ３ 年 ３ 月 ５ 日 

環境建設委員会 報告資料２－１  

まちづくり部 交通対策課 


